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利尻礼文サロベツ国立公園の公園区域及び公園計画の変更 

に関する意見の募集（パブリックコメント）について 

 

利尻礼文サロベツ国立公園の公園区域及び公園計画の変更にあたり、これに関する意見を募集

します。 

 

＜利尻礼文サロベツ国立公園の概要＞ 

 利尻礼文サロベツ公園は，北海道の西北部の利尻，礼文両島と抜海，稚咲内の海岸部及びサ

ロベツ原野にわたる地域で，昭和４９年９月２０日に指定された。利尻島の火山景観，礼文島

の海食景観，抜海・稚咲内，サロベツ原野の湿原，沼沢及び砂丘景観と全域にわたる北方植物

景観に特色がある。 

 利尻山（１，７２１ｍ）は，利尻島全体にそびえる独立峰で，また典型的な円錐型成層火山

であり，その山容から「利尻富士」の異名を持つ。中腹から上部は浸食が進み，切り立った山

肌を見せている。山麓部は広大な裾野が海岸まで広がり，多数の寄生火山や湖沼を伴う。 

 礼文島は全体になだらかな地形（最高地点４９０ｍ）をもつが，海岸部は平地が少なく，特

に西海岸の海食崖は特筆される。両島とも北方性高山植生が発達するが，それぞれ「利尻」「礼

文」の名を冠する固有種が多いのが特徴である。なお，レブンアツモリソウは絶滅のおそれの

ある植物として国内希少野生動植物種に指定されている。 

 サロベツ原野はサロベツ川下流域に広がる沖積平野で，道内最長の砂丘帯と連続する泥炭地

からなる。海岸植生と湿原植生が豊かで，水鳥の渡りの中継地としても重要である。 

 利用形態は利尻山の登山，高山植物や水性湿性植物の探勝などが主体で，年間約１４１万人

（平成１２年）が訪れている。 

 

＜変更の理由＞ 

 今回の見直しは、自然環境保全審議会から国立公園指定の答申にあたって「（公園区域に）隣

接する南側の地域についても今後可及的速やかに公園区域に包含すること」とされたいわゆる

保留地を区域に編入し、併せて様々な社会的条件の変化に対応すべく、公園区域及び公園計画

を変更するものである。 

 

＜変更案の概要＞ 

１．区域の変更 

（１） 拡張  2,094ha 北海道天塩郡幌延町内国有林の一部及び字浜里の一部（並びにその地

先海面） 

   「保留地」及びこの地域に隣接する地域で、海岸砂丘帯とその内陸部に広がる湿原域。 

（２） 拡張 850ha 北海道天塩郡豊富町字上サロベツの一部 

    現特別保護地区と連続する湿原及び樹林帯。泥炭採取地を含むが、採取跡地の一部に     

    はミズゴケ類が復元しはじめており、湿原の遷移という観点から極めて学術的価値の   

    高い区域。 

 

２．保護規制計画 
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（１） 拡張区域のうち、1,722ha を特別保護地区とする。 

（２） 拡張区域のうち 399ha を第１種特別地域とする。 

（３） 拡張区域のうち 183ha を第２種特別地域とする。 

（４） 拡張区域のうち 640ha を第３種特別地域とする。 

（５） 北海道天塩郡豊富町上サロベツの一部 37ha を、特別地域の資質が失われているため、特

別地域から普通地域に格下げする。 

 
３．保護施設計画 

（１）自然再生施設      北海道天塩郡豊富町（上サロベツ） 

（２）自然再生施設      北海道天塩郡豊富町（稚咲内海岸） 

（３）自然再生施設      北海道天塩郡幌延町及び豊富町（ペンケ沼） 

（４）自然再生施設      北海道天塩郡幌延町（下沼） 

（５）植生復元施設      北海道天塩郡幌延町（浜里海岸） 

 

４．利用施設計画 
（１）単独施設      
 ＜追加＞  園地       北海道天塩郡幌延町（浜里海岸） 
      園地       北海道天塩郡幌延町及び豊富町（ペンケ沼） 
      園地       北海道天塩郡豊富町（円山） 
      宿舎       北海道礼文郡礼文町（スコトン岬） 

      博物展示施設   北海道天塩郡幌延町（パンケ沼） 
博物展示施設   北海道天塩郡豊富町（円山） 

博物展示施設   北海道利尻郡利尻富士町（姫沼） 
 ＜削除＞ 園地       北海道礼文郡礼文町（ゴロタ岬） 
      園地       北海道礼文郡礼文町（礼文岳） 

      園地       北海道利尻郡利尻富士町（ポン山） 
 

（２）道路（車道） 
 ＜追加＞ 姫沼線      利尻島の利用拠点姫沼への車道を整備する。 

      鴛泊利尻北麓線  利尻島の鴛泊登山道につながる車道を整備する。 

 ＜変更＞ 須古屯西上泊線  起終点位置の明確化のため変更する。 

      香深香深井線   起終点位置の明確化のため変更する。 

      香深元地線    起終点位置の明確化のため変更する。 

      抜海稚咲内線   公園区域の拡大にあわせて変更する。 

      円山稚咲内線   公園区域の拡大にあわせて変更する。 

      下サロベツ原野線 公園区域の拡大にあわせて変更する。 

 
（３）歩道 
 ＜追加＞ 下サロベツ砂丘線 砂丘林内の散策歩道を整備する。 

 ＜変更＞ 礼文島縦断線   起終点位置の明確化及び整備実態にあわせて変更する。 
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      内路香深井線   事業見込みのない路線をのぞき、あわせて礼文岳登山線に路    

               線名を変更する。 

      鴛泊登山線    整備実態にあわせて区間変更する。 

      姫沼ポン山線   整備実態にあわせて区間変更する。 

      ポン山線     支線を増設し、路線名をオタドマリポン山線に変更する。 

 

 


